
　
あ
き
る
野
市
総
合
計
画
は
、
市
の

ま
ち
づ
く
り
の
基
本
的
な
方
向
性
を

示
す
も
の
で
あ
り
、
市
が
実
施
す
る

全
て
の
事
業
の
根
拠
と
な
る
も
の
で

す
。
次
期
総
合
計
画
の
策
定
に
向

け
、
幅
広
い
意
見
を
い
た
だ
く
た
め

﹁
あ
き
る
野
市
総
合
計
画
審
議
会
﹂

の
審
議
会
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

▽
対
象
　
市
内
在
住
の
20
歳
︵
４
月

　
１
日
現
在
︶
以
上
の
方

※
公
募
委
員
と
し
て
他
の
委
員
会
な

　
ど
の
委
員
に
な
っ
て
い
る
方
を
除

　
く

▽
募
集
人
数
　
３
人
︵
作
文
な
ど
に

　
よ
る
選
考
︶

※
作
文
の
内
容
な
ど
は
公
表
し
ま
せ

　
平
成
30
年
中
に
秋
川
消
防
署
管
内

︵
あ
き
る
野
市
、
日
の
出
町
、
檜
原

村
︶
で
発
生
し
た
火
災
は
42
件
︵
市

内
は
31
件
︶
で
す
。
乾
燥
す
る
日
が

続
き
ま
す
。
燃
え
や
す
い
も
の
、
火

の
取
り
扱
い
に
は
十
分
注
意
し
ま
し

　
ん
。

▽
任
期
　
４
月
か
ら
２
０
２
１
年
３

　
月
ま
で
︵
予
定
︶

※
会
議
は
、
任
期
中
に
８
回
程
度

　
︵
予
定
︶

▽
委
員
報
酬
　
１
回
９
５
０
０
円

▽
応
募
方
法
　
３
月
15
日
㈮
︵
消
印

　
有
効
︶
ま
で
に
、
応
募
用
紙
︵
必

　
要
事
項
を
記
入
︶
と
作
文
︵
﹁
あ

　
き
る
野
市
の
ま
ち
づ
く
り
﹂
を
テ

　
ー
マ
に
８
０
０
字
以
内
︶
を
、
送

　
付
す
る
か
直
接
窓
口
に
提
出
し
て

　
く
だ
さ
い
。

※
応
募
用
紙
は
、
企
画
政
策
課
に
配

　
置
し
て
い
ま
す
︵
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

　
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

　
す
︶
。

▽
応
募
・
問
合
せ
　
企
画
政
策
課

　
︵
〒
１
９
７
ー
０
８
１
４
　
二
宮

　
３
５
０
、
直
通
５
５
８
・
１
２
６

　
１
︶

ょ
う
。

※
火
災
種
別
な
ど
は
、
表
１
、
表
２

　
の
と
お
り
。

▽
放
火
に
よ
る
火
災
を
防
ぐ
ポ
イ
ン

　

ト

　●

地
域
が
一
体
と
な
っ
て
、
放
火
に

　
対
す
る
警
戒
心
を
高
め
、
放
火
さ

　
れ
に
く
い
環
境
づ
く
り
に
努
め
ま

　
し
ょ
う
。

　●

家
の
周
り
は
常
に
整
理
整
頓
し
、

　
市
内
65
歳
以
上
の
方
を
対
象
と
し

た
事
業
で
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
燃
え
や
す
い
物
は
置
か
な
い
よ
う

　
に
し
ま
し
ょ
う
。

　●

物
置
、
車
庫
な
ど
は
外
部
か
ら
簡

　
単
に
侵
入
で
き
な
い
よ
う
に
、
必

　
ず
鍵
を
掛
け
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　●

ご
み
は
、
決
め
ら
れ
て
い
る
日
の

　
朝
に
出
し
ま
し
ょ
う
。

　●

共
同
住
宅
の
廊
下
、
階
段
な
ど
の

　
共
用
部
分
に
は
物
を
置
か
な
い
よ

　
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

▽
コ
ン
ロ
に
よ
る
火
災
を
防
ぐ
ポ
イ

　

ン
ト

　●

調
理
中
に
コ
ン
ロ
か
ら
離
れ
な
い

　
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　●

コ
ン
ロ
の
周
り
に
燃
え
や
す
い
物

　
を
置
か
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　●

安
全
機
能
付
き
の
コ
ン
ロ
を
使
用

　
し
ま
し
ょ
う
。

　●

換
気
扇
や
コ
ン
ロ
周
り
の
壁
、
魚

　
グ
リ
ル
な
ど
は
定
期
的
に
掃
除
し

　
ま
し
ょ
う
。

▽
着
衣
着
火
を
防
ぐ
ポ
イ
ン
ト

　●

コ
ン
ロ
の
上
や
奥
に
あ
る
調
味
料

　
な
ど
を
取
る
と
き
は
、
火
を
消
し

　
ま
し
ょ
う
。

　●

コ
ン
ロ
の
火
が
鍋
な
ど
の
底
か
ら

　
は
み
出
さ
な
い
よ
う
に
火
力
を
調

▽
絵
手
紙
教
室

　●

日
時
…
毎
月
第
１
水
曜
日
　
午
後

　
１
時
30
分
〜
３
時

　●

定
員
…
10
人
︵
申
込
み
順
︶

　●

費
用
…
１
回
千
円

▽
毛
筆
で
書
く
百
人
一
首

　●

日
時
…
３
月
１
日
か
ら
毎
月
第
１

　
金
曜
日
　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時

　●

定
員
…
10
人
︵
申
込
み
順
︶

　●

費
用
…
１
回
千
円

▽
つ
ま
み
細
工
教
室
︵
ブ
ロ
ー
チ
、

　

ス
ト
ラ
ッ
プ
︶

　●

日
時
…
３
月
６
日
㈬
　
午
後
１
時

　
30
分
〜
３
時
30
分

　●

定
員
…
10
人
︵
申
込
み
順
︶

　●

費
用
…
１
回
千
円
︵
材
料
費
別
︶

﹁
火
の
用
心
　
一
人
一
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
心
掛
け
﹂

　
節
し
ま
し
ょ
う
。

　●

調
理
を
す
る
と
き
は
、
ス
ト
ー
ル

　
や
マ
フ
ラ
ー
は
外
し
ま
し
ょ
う
。

　●

防
炎
製
品
の
エ
プ
ロ
ン
や
ア
ー
ム

　
カ
バ
ー
を
使
い
ま
し
ょ
う
。

▽
た
ば
こ
火
災
を
防
ぐ
ポ
イ
ン
ト

　●

寝
た
ば
こ
は
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ

　
う
。

　●

﹁
飲
酒
↓
喫
煙
↓
う
た
た
寝
﹂
に

　
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　●

吸
殻
は
水
で
完
全
に
消
火
し
ま
し

　
ょ
う
。

　●

吸
殻
は
た
め
ず
に
定
期
的
に
捨
て

　
ま
し
ょ
う
。

　●

万
が
一
に
備
え
、
布
団
カ
バ
ー
や

　
シ
ー
ツ
、
枕
カ
バ
ー
は
防
炎
製
品

　
を
使
い
ま
し
ょ
う
。

▽
い
ざ
と
い
う
時
に
役
立
つ
表
書
き

　

講
座

　●

日
時
…
３
月
か
ら
８
月
ま
で
の
毎

　
月
第
１
水
曜
日
　
午
後
１
時
〜
２

　
時

　●

定
員
…
12
人
︵
申
込
み
順
︶

　●

費
用
…
１
回
千
円

　
平
成
30
年
度
対
象
者
へ
の
高
齢
者

肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
定
期
接
種
費
用

助
成
は
、
３
月
31
日
で
終
了
し
ま
す
。

助
成
終
了
後
に
接
種
さ
れ
る
方
は
、

任
意
の
予
防
接
種
と
な
り
、
全
額
自

己
負
担
と
な
り
ま
す
。

▽
対
象
　
市
内
在
住
で
、
過
去
に
肺

　
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
を
受
け

　
た
こ
と
が
な
く
、
平
成
30
年
度
中

　
に
65
歳
、
70
歳
、
75
歳
、
80
歳
、

　
85
歳
、
90
歳
、
95
歳
、
１
０
０
歳

　
に
な
る
方

※
平
成
30
年
度
の
み
定
期
接
種
と
し

　
て
の
公
費
助
成
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

▽
接
種
回
数
　
１
人
１
回

▽
接
種
方
法
　
接
種
対
象
者
に
送
付

　
し
た
通
知
と
健
康
保
険
証
を
持
っ

　
て
、
通
知
に
記
載
さ
れ
て
い
る
医

　
療
機
関
を
確
認
の
上
、
接
種
し
て

　
く
だ
さ
い
。

▽
自
己
負
担
額
　
実
施
医
療
機
関
の

　
定
め
る
接
種
費
用
の
う
ち
、
助
成

　
額
４
千
円
を
除
い
た
額
が
自
己
負

　
担
額
で
す
。

※
医
療
機
関
に
よ
っ
て
接
種
費
用
が

　
異
な
り
、
初
診
料
な
ど
が
掛
か
る

　
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
生
活
保
護
受
給
者
と
中
国
残
留
邦

　
人
等
支
援
給
付
受
給
者
は
、
全
額

　
免
除
に
な
り
ま
す
の
で
、
接
種
時

　
に
受
給
者
証
明
書
を
医
療
機
関
へ

　
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
そ
の
他
　
接
種
対
象
外
の
方
や
再

　
度
の
接
種
を
さ
れ
る
方
は
、
全
額

　
自
己
負
担
で
す
。

▽
問
合
せ
　
健
康
課
予
防
推
進
係

　
︵
直
通
５
５
８
・
１
１
９
１
︶

　
高
額
介
護
合
算
療
養
費
は
、
高
額

医
療
・
高
額
介
護
合
算
制
度
で
、
健

康
保
険
と
介
護
保
険
の
１
年
間
の
自

己
負
担
額
︵
※
１
︶
の
合
計
が
世
帯

︵
※
２
︶
で
高
額
に
な
り
、
限
度
額

︵
別
表
︶
に
５
０
０
円
を
足
し
た
金

額
を
超
え
た
場
合
に
、
超
え
た
部
分

の
金
額
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
保

険
か
ら
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
︵
健

康
保
険
と
介
護
保
険
の
い
ず
れ
か
の

自
己
負
担
額
が
０
円
の
場
合
は
対
象

外
︶
。
対
象
期
間
は
平
成
29
年
８
月

か
ら
平
成
30
年
７
月
ま
で
で
す
。
申

請
先
は
、
平
成
30
年
７
月
31
日
時
点

で
加
入
し
て
い
た
健
康
保
険
で
す
。

※
１
…
食
事
代
、
差
額
ベ
ッ
ド
代
、

　
高
額
療
養
費
な
ど
は
対
象
外

※
２
…
同
じ
健
康
保
険
に
加
入
し
て

　
い
る
家
族
が
対
象

▽
申
請
書
送
付
の
対
象
　
あ
き
る
野

　
市
の
国
民
健
康
保
険
、
東
京
都
後

　
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
、

　
支
給
が
見
込
ま
れ
る
方

※
詳
し
く
は
、
２
月
中
旬
に
送
付
す

　
る
案
内
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
該
当
と
思
わ
れ
る
方
で
、
申
請
書

　
が
届
か
な
い
方
は
、
連
絡
し
て
く

　
だ
さ
い
。

▽
対
象
期
間
中
に
、
転
入
、
退
職
な

　

ど
で
健
康
保
険
・
介
護
保
険
が
変

　

わ
っ
た
方
　
申
請
書
が
届
か
な
い

　
方
で
も
、
以
前
加
入
し
て
い
た
健

　
康
保
険
・
介
護
保
険
で
発
行
さ
れ

　
た
﹁
自
己
負
担
額
証
明
書
﹂
を
添

　
付
し
て
申
請
す
る
こ
と
で
支
給
対

　
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
﹁
自
己
負
担
額
証
明
書
﹂
の
発
行

　
は
、
以
前
加
入
し
て
い
た
健
康
保

　
険
、
介
護
保
険
に
お
問
い
合
わ
せ

　
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
保
険
年
金
課
国
民
健
康

　
保
険
係
、
保
険
年
金
課
後
期
高
齢

　
者
医
療
係
、
高
齢
者
支
援
課
介
護

　
保
険
係
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（
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秋
川
消
防
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

「
平
成
30
年
中
の
火
災
状
況
」

平
成
30
年
度

　
　
　
東
京
消
防
庁
防
火
標
語

あ
き
る
野
市

　
総
合
計
画
審
議
会
委
員
を

　
　
　
　
　
　
　
募
集
し
ま
す

空
気
が
非
常
に
乾
燥
し
て
い
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
火
災
に
注
意
し
ま
し
ょ
う

高
齢
者

肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
定
期
接
種

　
　
平
成
30
年
度
対
象
の
方
へ

高
額
介
護
合
算
療
養
費
の

　
　
　
申
請
書
を
送
付
し
ま
す

高
齢
者

げ
ん
き
応
援
事
業

問
合
せ
　
地
域
防
災
課
防
災
係
、
秋

川
消
防
署
予
防
課
防
火
査
察
係
（
☎

５
９
５
・
０
１
１
９
）

表１　平成30年の火災状況

種別

建物火災

車両火災

その他火災

件数

19

1

22

種別

放火（疑い含む）

ガステーブルなど

たばこ

石油ストーブなど

その他

件数

18

3

2

2

17

表２　平成30年の出火原因別状況

別表　高額医療・高額介護合算制度の限度額

合算

対象
後期高齢者

医療制度＋

介護保険

被用者保険か

国民健康保険＋

介護保険（70歳

～74歳の方が

いる世帯）

被用者保険か国民健康保険＋

介護保険（70歳未満の方が

いる世帯）所得

区分

現役並み

所得者
６７万円

５６万円

３１万円

３４万円
１９万円

　　　　　２１２万円
（※旧ただし書き所得が９０１万円超)

　　　　　　６０万円
（※旧ただし書き所得が２１０万円以下)

　　　　　１４１万円
（※旧ただし書き所得が６００万円超
　９０１万円以下)

　　　　　　６７万円
（※旧ただし書き所得が２１０万円超
　６００万円以下)一般

住民税

非課税

世帯

低所

得Ⅱ

低所

得Ⅰ

※「旧ただし書き所得」とは、前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期（短
　期）譲渡所得金額などの合計から基礎控除額３３万円を控除した額です（ただし、
　雑損失の繰越控除額は控除しません）。


